
顧客本位の業務運営の徹底 （保険金不正請求事案関連） 健全な競争環境の実現 （保険料調整行為事案関連）

保険業法の一部を改正する法律案の概要

保険会社等から保険契約者等への過度な便宜供与の禁止損害保険代理店に対する体制整備義務の強化

保険会社等に対する体制整備義務の強化

保険会社等に対して、自動車修理業などを兼業している特定
保険募集人に関連して、顧客の利益が不当に害されないよう、
業務の適切な管理その他の必要な体制整備を義務付け

※内閣府令において、保険金支払管理の適切性確保の観点から、
兼業業務に係る損害保険代理店の上記の体制整備状況の監視や、
保険金支払管理部門と営業部門の適切な分離等を規定する予定

損害保険代理店のうち、複数の保険会社の商品を扱う（乗合）
形態であって規模が大きい代理店（特定大規模乗合損害保険
代理店）に対して、下記の体制整備を義務付け

• 自動車修理業などを兼業している場合に、保険金の支払に
不当な影響を及ぼさないよう、兼業業務を適切に監視する
ための体制整備

• （営業所ごとに）法令等遵守責任者、（本店等に）その統括
責任者の設置

• 苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な体制整備

※生命保険代理店に対しても、政令において上記と同じ措置を規
定する予定

保険金不正請求事案と保険料調整行為事案の再発防止を図るため、顧客本位の業務運営を徹底し健全な競
争環境を実現する観点から、大規模乗合の損害保険代理店及び保険会社等に対する体制整備を強化するとと
もに、保険契約の締結等に関する禁止行為について、対象となる行為等の範囲を拡大する。

現行では、保険会社や保険募集人が、

• 保険契約者又は被保険者に対して [対象]
• 保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供 [行為]
を行うことを禁止しているが、それらに以下を追加

[対象]
• 保険契約者又は被保険者と密接な関係を有する者

※内閣府令において、保険契約者のグループ会社等を規定す
る予定

[行為]
• 取引上の社会通念に照らし相当であると認められない
物品の購入や役務の提供（いわゆる便宜供与）

※その他、販売面での競争促進の観点から、保険仲立人への規
制を見直し、供託金の最低金額の引下げ［政令事項］等による
規制緩和を図る一方、届出事項を内閣府令により追加可能と
する規定を整備（不祥事件に関する届出義務を課す予定）
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